
推薦のことば

満を持しての、国税通則法コンメンタール第二弾「不服申立手続

編」の登場である。本書は、令和 5 年に刊行された「国税通則法コ

ンメンタール 税務調査手続編」と同様、日弁連税制委員会委員を

中心とする税務紛争に精通した実務家によって執筆されており、平

成 26 年の行政不服審査法全部改正と同時になされた、同年の国税

通則法改正後の不服申立手続に関する条文をカバーしている。

全体を通覧してみると、条文ごとに条文の沿革と趣旨、条項ごと

の解説を書くという構成は、まさに逐条解説形式のコンメンタールな

のではあるが、本書には次のような工夫がなされていることに気づく。

•第 1 部総論として、平成 26 年行政不服審査法の全部改正とそ

れに伴う国税通則法の改正に至るまでの経緯、さらに平成 26

年改正以降の国税に係る不服申立手続運用上の問題点を論じる

章が設けられている

•第 2 部の条文ごとの解説は、 10 名を超える執筆者の手による

ものでありながら、条文間の連係も考慮された内容になるよう

な配慮がなされている

•全体として、コンメンタールとしての品格と質を持った解説で

ありながら、随所に税務紛争事件を扱うプロとして活躍中の実

務家の手になるものであればこその問題提起を含む記述がみら

れ、不服申立手続に関与しようとする実務家や納税者が持つ実

務的な疑問に応える情報も盛り込まれている

•初学者にはわかりにくい部分もあるであろう行政不服審査法と

いう一般法とその特別法たる国税通則法の関係への配慮が随所

でなされているだけでなく、解説対象である国税通則法中の不

服申立手続について定める条文だけでなく、国税の不服申立て

に適用される行政不服審査法の主要条文の解説も含めたものに

なっている



•地方税の中で最も納税者になじみが深いと思われる固定資産税

の不服申立手続の解説も一冊に含めるという工夫がなされている

結果的に、本書は、数々の工夫により、逐条解説形式のコンメン

タールでありながら、国税と固定資産税の不服申立手続の生きた教

科書ともいうべきユニークな本になっている。

生きた教科書であるから初学者にも薦めたい。そして、税務紛争

事件に興味があり、これから自分の実務活動領域を税務紛争処理に

広げていきたいと考えている弁護士、税理士には、本書を通読して

おき、実戦の中で折に触れて見直す本として手元におくことをお薦

めする。また、例えば、企業で税務調査対応をしている方々にとっ

ては、国税の不服申立手続の概要と実務を知ることによって調査対

応時に何を考えておくべきかを想定しやすくなるというメリットも

あるだろうし、実際にもし調査の結果課税処分がなされ、その処分

に不服がある場合に、不服申立手続遂行は専門家に任せるとしても、

それがどのような手続であり、どのように進行するかを予め知るこ

とで弁護士や税理士とも充実した協議をすることができるようにも

なるであろうから、そのような方々にも、手元に一冊おいていただ

き、できれば通読することを是非お薦めしたい。

一般論として言えば、「コンメンタール」という類いの本を、通

読するために手に取る者は稀であろう。その理由は、通常逐条解説

形式のコンメンタールというものは、個別の条文を取り上げて、法

律に並べられている順番どおりに解説するものであるため、それを

頭から読んでもその法律の全体像がわかりやすいとは言いがたいか

らであろう。しかし、本書は上記に述べた数々の工夫により、納税

者にとっても、不服申立手続において納税者を代理する弁護士、税

理士にとっても、通読するに足る教科書にもなっているという意味

で、ユニークなコンメンタールだと思うのである。

令和 7 年 12 月

弁護士・元最高裁判事宮降f 裕子し
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刊行にあたり

本書は、令和 5 年に刊行された『国税通則法コンメンタール 税

務調査手続編』に続き、所得税、法人税、消費税、相続税などに関

して、更正処分や決定処分等の不利益処分を受けた後の不服申立手

続関連の国税通則法の規定の逐条解説である。

日本弁護士連合会は、弁護士の重要な活動分野の一つとして、民

事、家事、商事、刑事だけではなく、各種行政手続の中で害される

ことのある依頼者の権利を守る弁護士の活動分野においても、弁護

士等の実務家の活動を支援し、国民の権利を擁護する取り組みを続

けてきている。日弁連税制委員会は、税法の分野においてこの活動

を担ってきている。

日弁連では、平成 22 年 2 月 18 日付けで「納税者権利保護法（仮

称）の制定に関する立法提言」を公表するなど、国税通則法の抜本

的な改正に向けて活動してきた。この活動が実を結んだのが上述の

「税務調査手続編」で解説した国税通則法の税務調査関連条文の平

成 23 年 12 月改正であるが、その際に、税務調査手続関係だけでは

なく、国税通則法の不服申立手続関連条文の改正も構想されていた。

しかし、税以外の行政処分に対する不服申立手続を律する行政不服

審査法の大改正（形式的には新法の制定）が予定されていたため、

それとパラレルの関係にある国税通則法の不服申立手続関連規定の

改正も現行の行政不服審査法が成立した平成 26 年 6 月まで持ち越

された。

本書は、平成 23 年及び 26 年の国税通則法の抜本的法改正の実現

に向けた当連合会の活動において、中心的役割を果たした日弁連税

制委員会の委員が執筆した同法の不服申立手続関連条文の逐条解説

である。

学説・判例・通達等に言及するだけでなく、現在の手続運用の問
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題点を指摘したうえで、その問題を回避ないし解決するヒントにも

言及するなど、「本当に実務家に役立つ解説書」を目指したもので

ある。全国の弁護士、税理士、多くの国民の皆様、さらには課税庁

職員、審判官、裁判官など課税実務に携わる方々にも大いに役立つ

ものと確信し、本書を推薦する次第である。

令和 7 年 12 月

日本弁護士連合会

会長渕上玲子
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まえがき

日弁連税制委員会の委員が中心となって執筆し、令和 5 年 3 月に

発行した『国税通則法コンメンタール 税務調査手続編」は、財務

省（旧大蔵省）職員以外が執筆した初めての国税通則法の逐条解説

書であり、実務家目線から国税通則法の運用実務をとらえなおし、

税務調査の立会いなどに携わる実務家の役に立つ本として、好評を

博した。

それから約 3 年、長らくお待たせしたが、ようやく、『国税通則

法コンメンタール 不服申立手続編」を上梓することができた。本

書も、国税通則法の不服申立手続関連条文について財務省職員以外

が執筆した過去 30 年で初めての逐条解説書となっている。

国税通則法に規定された不服申立手続は、行政不服審査法に規定

された行政処分に対する不服申立手続とパラレルの関係にあるが、

細かく見ると、国税通則法の規定は、行政不服審査法の規定と細部

で異なっているところが数多くあり、気を付けないと、足元をすく

われる。再調査請求や国税不服審判所への審査請求を受任する全国

の税理士、弁護士等の実務家の皆様、また、不服申立手続に関与す

る審判官、裁判官、課税庁職員等の皆様、そして、不服申立ての当

事者となる多くの国民の皆様は、ぜひ、手続を進める前に、本書の

関連箇所を精読していただきたい。必ずや、納税者が納得できる結

果を得るのに役に立つであろう。

なお、本書末尾には、税務に関する不服申立てに適用される限度

での行政不服審査法の条文の解説、及び、固定資産評価（固定資産

台帳に記載される価格）に関する地方税法に基づく不服申立制度に

ついての解説を載せている。これらの解説も、税関連の不服申立て

に携わる実務家が直面する可能性のある問題について、実務上有益

なヒントを提供する内容となっており、他に類書がない実務家のた
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めの解説書となっている。

本書は、必ずや、これを読んだ実務家の皆様の業務に役に立つ情

報を提供することと思う。ぜひ、本書を書棚に眠らせるのではなく、

手垢まみれになるまで使い倒していただくことを、願っている。

令和 7 年 12 月

日弁連税制委員会副委員長

弁護士藤田耕司
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凡例

本書では、下記の法令・通達、文献等について、本文中及びかっ

こ内において、表中欄及び右欄のように省略している。

＜法令・通達＞

正式名称 本文中 かっこ内

国税通則法 国税通則法 法

国税通則法施行令 国税通則法施行令 令

国税通則法施行規則 国税通則法施行規則 規

日本国憲法 憲法 憲法

所得税法 所得税法 所法※

所得税法施行令 所得税法施行令 所令※

所得税法施行規則 所得税法施行規則 所規※

法人税法 法人税法 法法

相続税法 相続税法 相法

消費税法 消費税法 消法

租税特別措置法 租税特別措置法 措法

国税徴収法 国税徴収法 徴収法

登録免許税法 登録免許税法 登免法

地方税法 地方税法 地法

地方法人税法 地方法人税法 地法法

行政手続法 行政手続法 行手法

行政不服審査法 行政不服審査法 行審法

行政事件訴訟法 行政事件訴訟法 行訴法

民事訴訟法 民事訴訟法 民訴法

行政機関の保有する情報の公開に
行政機関情報公開法 情報公開法

関する法律

行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関す 番号利用法 番号利用法
る法律
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個人情報の保護に関する法律 個人情報保護法
個人情報保護

法

輸入品に対する内国消費税の徴収
輸徴法 輸徴法

等に関する法律

東日本大展災からの復興のための
施策を実施するために必要な財源 復興財確法 復興財確法
の確保に関する特別措置法

情報通信技術を活用した行政の推
デジタル行政推進法

デジタル行政
進等に関する法律 推進法

国税関係法令に係る情報通信技術
国税オンライ

を活用した行政の推進等に関する 国税オンライン化省令
ン化省令

省令

民事訴訟規則 民事訴訟規則 民訴規則

国税徴収法基本通達 国税徴収法基本通達 徴基通

審基通

不服審査基本通達（国税庁関係）
不服審査基本通達 （国税庁関係）

（国税庁関係）
※「第2編行政不服
窓査法閲係につし畠
のみ、「第2組」
記する。

不服審査基本通達（国税不服審判 不服審査基本通達 審基通
所関係） （審判所関係） （審判所関係）

調査手続の実施に当たっての基本
的な考え方等について（事務運営 調査指針 調査指針
指針）

税務調査手続等に関する FAQ（職
税務調査 FAQ（職員）

税務調査 FAQ
員用）【共通】 （職員）

※ 法律・政令・規則のかっこ内における省略方法は以下同様。

（かっこ内における条項番号等の省略例）
国税通則法第 81 条第 1 項第 2号吟法 81 ①二
なお、本書において「国税通則法」は、「所得税法等の一部を改正する法

律」（法律第 13 号）による改正までを反映している。
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＜文献等＞

(1) 判例集等

正式名称 略称 正式名称 略称

最尚裁判所民事判例集 民集 国税不服審判所裁決事
裁事

最高裁判所裁判集民事 集民 例集

最高裁判所刑事判例集 刑集 判例タイムズ 判夕

行政事件裁判例集 行集 判例時報 判時

高等裁判所民事判例集 高裁民集 ジュリスト ジュリ

行政裁判月報 行裁月報 訟務月報 訟月

税務訴訟資料 税資 税理士情報ネットワー
TAINS 

裁判所時報 裁時
クシステム

(2) 書籍・文献等

正式名称 略称

志場喜徳郎・荒井勇・山下元利・茂串俊共編「国
税通則法精解令和 7 年改訂J （大蔵財務協会、 精解
令和 7年）

武田昌輔監修『DHC コンメンタール国税通則法』
コンメ

（第一法規、加除式、昭和 57 年）

日本弁護士連合会・日弁連税制委員会編「国税通
則法コンメンタール 税制調査手続編」（日本法 調査編
令、令和 5年）

行政管理研究センター編「逐条解説行政不服審
行審逐条

査法新政省令対応版」（ぎようせい、平成 28 年）

橋本博之•青木丈・植山克郎『新しい行政不服審
新行審

査制度」（弘文堂、平成 26 年）

小早川光郎・高橋滋「条解行政不服審査法第
行審条解

2版』（弘文堂、令和 2 年）

金子宏「租税法第 24 版」（弘文堂、令和 3 年） 金子・租税法

谷口勢津夫『税法基本講義第 8 版」（弘文堂、
谷ロ・税法

令和 7 年）

宇賀克也「行政不服審査法の逐条解説第2 版」
宇賀・逐条

（有斐閣、平成 29 年）
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室井カ・芝池義一•浜川清•本多滝夫編著「コン
メンタール行政法 I 行政手続法・行政不服審査 コンメ行政法 I
法第3版』（日本評論社、平成 30 年）

田中真次・加藤泰守「行政不服審査法解説〔改訂
行審解説

版〕j （日本評論社、昭和 52 年）

青木丈『新しい国税不服申立制度の理論と実務j
青木・理論

（ぎようせい、平成 28 年）

青木丈『税理士のための税務調査手続ルールブッ
青木 •RB

ク 改訂版』（日本法令、令和 5 年）

品川芳宣「国税通則法講義一国税手続・争訟の法
理と実務問題を解説』（日本租税研究協会、平成 品川・講義
27 年）

品川芳宣『国税通則法の理論と実務』（ぎょうせい、
品川・理論

平成 29 年）

山本洋一郎・三木義ー著「こうして勝ち抜いてき
た税務争訟の闘い方調査立会・不服申立て・訴 山本・闘い方
訟』（法律文化社、令和 6年）

野一色直人『国税通則法の基本その趣旨と実務上
野一色・基本

の留意点』（税務研究会出版局、令和 2 年）

宇賀克也『解説行政不服審査法関連三法1 （弘
宇賀・解説

文堂、平成 27 年）

櫻井敬子「行政救済法のエッセンス 第 1 次改訂
櫻井． ES

版』（学陽書房、平成 27 年）

中尾巧・木山泰嗣「新・税務訴訟入門』（商事法務、
税訴入門

令和 5 年）

各年度の「税制改正の解説」（大蔵省／財務省）
S00解説、 HOO解

説、 ROO解説

税務大学校講本「国税通則法」基礎編〔令和 7 年
税大講本

度版〕

税務大学校論叢 税大論叢

国税不服審判所『国税不服審判所の 50 年」（令
審判所 50 年

和 2年5月）国税不服審判所ウェブサイト

国税不服審判所「裁決書起案の手引』（令和 2年
裁決手引

5 月） （TAINS 裁決書起案の手引 R050600)

国税不服審判所『審査事務提要』（令和 4年 3 月）
審査提要

(TAINS 審査事務提要 R040300)
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(3) 論文等

正式名称 略称

青木丈「国税通則法抜本改正（平成 23~27 年）の
経緯」青山ピジネスロー・レピュー 5 巻 2 号（平成 青木・経緯

28 年） 1 頁

青木丈「租税争訴における不服申立前慨主義の現状と
青木・前置①

課題（その 1)」税理 64 巻8号（令和3 年） 78 頁

青木丈「租税争訴における不服申立前證主義の現状と
課題（その 2)」税理 64 巻 10 号（令和3 年） 189 青木・前置②

頁

青木丈「租税争訴における不服申立前證主義の現状と
課題（その 3 ・完）」税理 64 巻 11 号（令和 3 年） 青木・前證③

90 頁

平川英子「租税争訟の充実と課題：国税・地方税にか
かる不服審査制度を中心に」租税法研究 47 号（令和 平川・争訟

元年） 85 頁

水野武夫「国税審査請求制度改革の意義と今後の課題：
行政不服審査法・国税通則法の改正を踏まえて」税法 水野・改革
学 574 号（平成 27 年） 199 頁
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◇はじめに

現行の国税通則法第 8 章第 1 節（不服審査）は、平成 26 年にそ

の一般法たる行政不服審査法が全部改正されたことに伴って、その

整備法の一部として全面的に見直された。

行政不服審査法の改正は、法所管である総務省において平成 18

年頃から検討が進められ、平成 20 年には整備法を含めて改正法案

が国会に提出されたが、翌年夏の衆議院解散により一度廃案となり、

その後二度の政権交代を経るという紆余曲折の末、ようやく改正が

実現した。また、改正法の成立に先立ち、平成 23 年 12 月に国税通

則法上の処分に至る事前手続に係る諸規定が大幅に見直されてお

り、これが平成 26 年改正に少なからず影椰を与えている。このよ

うに、同改正は、通常の税制改正には見られない複雑な経緯を辿っ

て成立したので、改正法の趣旨を理解するためにはこの経緯を整理

することが必要となる。

また、そもそも国税不服申立制度の歴史は古く、その起源は明治

時代に制定された訴願法まで遡る。

そこで、本稿では、国税不服申立手続に関する法制度のこれまで

の変遷を辿ることによって＊ 1、現行制度の趣旨を理解する一助と

*1 本稿で確認する国税不服申立制度の沿革については、特に断りのない限り、コン
メ 3984 頁以下． 5100 頁以下を参照し、青木・理論 2~21 頁及び青木・前匹①
79~89 頁に基本的に依拠した。
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したい。また併せて、平成 26 年に改正された一般法としての行政

不服審査法や行政手続法の趣旨や概要についても概説する。

国税通則法制定以前

〇 訴願法下の国税不服申立て
（明治 23 年～）

行政不服審査法の前身は、明治 23 年に制定された訴頻法（法律

第 105 号）である。同法では、特別に認められた 6 項目についての

み訴頻（現在の「不服申立て」と同義）ができるという列記主義が

採川されていた。租税関係はこの 6 項目に含まれており、共体的に

は、「租税及手数料ノ賦課二関スル事件」ならびに「租税滞納処分

ニ関スル事件」について「訴願」を提起することができ（訴脈法 1-.

二）、「訴頻ノ手続二 1及l シ他ノ法律勅令二別段ノ規程アルモノハ各其

規定二依ル」こととされていた（訴頻法 17) 。

これを受けて、明治32年に全部改正された所得税法（法律第 17号。

以下、 Oにおいて「旧所法」という。）では、所得金額決定処分に

ついて、「審査の副求」をすることができることとされ（旧所法

36) 、それに対する決定になお不服があれば、訴頻又は行政訴訟の

捉起が詔められた（旧所法 39) 。

また、当時の行政裁判法（明治 23 年法律第 48 号）では、訴頼に

対する裁決を経た後でなければ訴訟を提起することができないとい

う訴｝領前附主義が原則とされていた（行政裁判法 17) *2 0 

すなわち、訴願法下の国税争訟の構造は、図表 l -1 のようになっ

ていた。

平成 26 年行政不服審査法の全部改正と国税通則法の改正（沿革） 3 



■図表 1 -1 訴願法下の国税争訟の構造

審査の請求

この国税争訟の構造は、その後の大正 9 年に全部改正された所得

税法（法律第 11 号）、昭和 15 年に全部改正された所得税法（法律

第 24 号）及び同年に新たに制定された法人税法（法律第 25 号）な

らびに昭和 22 年に全部改正＊3 された所得税法（法律第 27 号）及

び法人税法（法律第 25 号）においても、基本的に踏襲された。

0 シャウプ勧告に基づく不服申立て
（昭和 25 年～）

(1) シャウプ勧告の提案

昭和 24 年の「シャウプ使節団日本税制報告古」（以下「シャウプ

勧告」という。）では、我が国の国税争訟制度について、主として、

以下の提案がなされていた＊40

ア 税務署と国税局による 2 段階の不服申立てと協議団の設置

まず、シャウプ勧告は、「通常、不服申立て (Protest)は最初、

*2 その後、日本国憲法の施行と同時に行政裁判法が廃止されると、行政事件につい
ても日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措四に関する法律（昭和 22 年法律
第 75 号）によることとされた。同法には取消訴訟と訴願の関係に関する規定が四か
れていなかったので、次の8(2)工で述ぺる行政事件訴訟特例法が昭和 23 年に施行さ
れるまでの間は、訴願前四は不要と解されていた（福島地裁昭和 23 年 5 月 10 日
判決，行裁月報 11 号 109 頁、徳島地裁昭和 24 年 3 月 31 日判決・行裁月報 22
号 11 頁参照）。

*3 この改正によって、直接税について｀これまでの賦課課税方式から原則として申
告納税方式への転換が図られた。

*4 以下、本秘におけるシャウプ勧告の引用については、日本税理士会連合会編「シャ
ウプ使節団日本税制報告書（復元版）」（日本税理士会連合会出版局、昭和 54 年）
262~270 頁によっている。翻訳は、現在の字句の用法等に適宜改めている。
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税務署で考慮されるべきである。しかし、もし、その所得額の大き

さに鑑み、その調査を国税局の調査官が取り扱った場合には、不服

申立てはやはりその同じ段階で考慮されなければならない」と述べ

て、処分庁である税務署と国税局がそれぞれ審理を担当すべきであ

るとした。

また、未解決の不服申立事件を考慮し、かつ、決定する機能をも

つ税務官吏をもって構成する協議団（Conference Group)を税務

署（各税務署又は県単位での設置）及び各国税局に設置することを

提案している。協議団は、できるだけ原処分の調査を担当した者以

外で構成されるべきであり、それによって、納税者に対して、審理

の公正性を保障すべきとした＊50

そして、「税務署の協議団の決定に対して納税者がなお不服であ

るのなら、ある場合には更にこれを国税局へ申し立てる権利をもっ

ことがよい」と述べ、税務署と国税局の 2 段階の不服申立構造を提

案した。

イ 不服申立前置主義

不服申立てと訴訟との関係については、「納税者と税務官吏との

間の紛争のすべては行政的手段では解決しない。ある事件は解決さ

れる前に裁判所へ持ち出す必要があるということが予想される。し

かし、紛争の大部分は行政段階で解決されねばならない。裁判所は、

行政的手段で解決に達しない事件において、税務官吏と納税者との

間の公平な仲裁人たることを保障する安全弁として存在するに過ぎ

ない」と述べ、原則的な不服申立前置主義の考え方を示した。

ウ 租税事件を扱う専門裁判所の設置

将来、高度に専門化した租税訴訟の件数と重要性が増大すること

*5 原文では、「可能である限り、協議団は調査官以外の者によって構成されるべきで、
それによって納税者に対し、彼らの申立ては最初の更正決定又は調査の過程と関係
のない全然異なった税務官吏の団体によって考慮されていることが保障されなけれ
ばならない。」と述べられている。
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が予期されることから、徴税の確実性と税負担の画一性とを維持す

るためには迅速な中央集権的な訴訟機構が必要であるとの考えか

ら、将来的な課題として「租税事件を審議する専門的な裁判所」を

設置すること等の検討を始めるべきとした。

(2) シャウプ税制における不服申立て

シャウプ勧告に基づいて、昭和 25 年に我が国の税制は全面的に

改正された（以下、シャウプ勧告に基づいて同年に成立した税制を

「シャウプ税制」という。）。これに伴い、不服申立手続についても

抜本的に見直され、以下に述べるような仕組みに改められた。

ア再調査の請求

税務署に所属する職員の調査に基づく処分に異議がある場合は、

処分を受けた日から 1 月以内に当該職員の属する税務署長に対して

「再調査の請求」をすることができることとされた（所法（昭和 22

年法律第 27 号。以下「旧所法」という。） 48 ①本文、法法（昭和

22 年法律第 25 号。以下「旧法法」という。） 34 ①本文等）。

なお、この再調査の請求は、現行の国税不服申立手続の一つであ

る「再調査の請求」（法 75 ①ーイ）と同じ名称であり、処分庁に対

する第一審的な不服申立てであるという性格も同じであるものの、

両者は、もちろんまったく別の制度である。

イ審査の請求

上述の再調査の請求に基づく決定に対して異談があるときは、決

定の通知を受けた日から 1 月以内に上級官庁である国税庁長官又は

国税局長に対して「審査の請求」をすることができることとされた

（旧所法 49 ①前段、旧法法 35 ①前段等）。

また、国税庁又は国税局に所属する職員の調査に基づく処分に異

議がある場合は、たとえそれが税務署長名で行われた処分であって

も再調査の請求をすることはできず、処分を受けた日から 1 月以内

に当該職員の属する国税庁長官又は国税局長に対して審査の請求を
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することができることとされた（旧所法 48 ①ただし書、 49 ①前段、

旧法法 34 ①ただし書、 35 ①前段等）。

ウ協議団の設置

国税庁長官又は国税局長に対して審査の請求がなされた場合にお

いて、その決定は国税庁又は国税局に所属する協議団の協識を経な

ければならないこととされた（旧所法 49 ⑦、旧法法 35 ⑦等）。こ

の「協議団」は、協議官自ら協議に付された事案の調査に当たり、

その協議は、 3 人以上の協議官をもって構成する合議体の合議に

よって行うものとされた（国税庁協議団及び国税局協議団令（昭和

25 年政令第 214 号） 4 、 5) 。

なお、上述の再調査の請求及び審査の請求に係る規定は、旧所得

税法及び旧法人税法のほか、相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）、

富裕税法（昭和 25 年法律第 174 号）及び資産再評価法（昭和 25 年

法律第 110 号）にも設けられるとともに、これらを除くすべての国

税の賦課徴収に関する処分又は滞納処分については、当時の国税徴

収法（明治 30 年法律第 21 号。以下「旧国税徴収法」という。）に

よることとされた。これらの不服申立ての根拠規定が個別税法であ

るか旧国税徴収法であるかの差異は、審査の決定に際して協談団の

議決を要するか否かにあった（旧国税徴収法に基づく審査の請求に

ついては協議団の対象外）。

工不服申立前置主義

昭和 23 年に制定された行政事件訴訟特例法（法律第 81 号） 2 条

本文は、行政庁の違法な処分に対し法令の規定により不服申立ての

できる場合には、これに対する裁決等を経た後でなければ、処分の

取消し又は変更を求める訴えを提起することができないとして、原

則として不服申立前置主義（＝訴願前置主義）を採用した。

これにあわせて、国税争訟についても、再調査の請求又は審査の

請求の目的となる処分の取消し又は変更を求める訴えは、審査の決

定を経た後でなければ、原則として、これを提起することができな
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いこととされた（旧所法 51 ①本文、旧法法 37 ①本文等）。

また、行政事件訴訟特例法 2 条ただし書は、不服申立前置の例外

として、不服申立てがあった日から 3 月を経過したとき又は不服申

立ての裁決等を経ることに因り著しい損害を生ずるおそれのあると

きその他正当な事由があるときは、不服申立ての裁決等を経ないで、

訴えを提起することができる旨規定していた。

これに基本的にあわせて、国税争訟についても、①再調査の請求

があった日から 6 月を経過しても再調査の決定がないとき、②審査

の請求があった日から 3 月を経過したとき、③再調査の決定又は審

査の決定を経ることにより著しい損害を生じるおそれのあるとき、

④その他正当な事由があるときは、再調査の決定又は審査の決定を

経ることなく訴えを提起できることとされた（旧所法 51 ①ただし

書、旧法法 37 ①ただし書等）。

才訴願の適用排除

以上の再調査の請求又は審査の請求の対象となる処分について

は、訴願法の規定は適用しないこととされた（旧所法 50、旧法法

36 等）。

力小括

以上により、シャウプ税制下の不服申立ての構造は、図表 1 -2 

に示すように、税務署に所属する職員の調査に基づく処分への不服

については再調査の請求と審査の請求の 2 段階、国税庁又は国税局

に所属する職員の調査に基づく処分への不服については審査の請求

の 1 段階とされた。
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■図表 1 -2 シャウプ税制下の国税争訟の構造

① 税務署に所属する職員の調査に基づく処分

(1 月以内）

（税務署長へ）

再調査の請求

② 国税庁・国税局に所属する職員の調査に基づく処分

国税通則法制定後

〇 旧行政不服審査法、行政事件訴訟法
及び国税通則法の制定（昭和 37 年～）

(1) 3 法制定の経緯

総理府に設罹された訴頼制度調査会が昭和 35 年 12 月に決定した

「訴頼制度改善要網」＊6 に基づき、行政不服審査法（法律第 160 号。

以下「旧行政不服審査法」という。）が、昭和 37 年に制定、同年

10 月から施行され、これに伴い訴願法は廃止された。

また、これと同じタイミングで、旧来の行政事件訴訟特例法を廃

*6 この要綱には、参考案として「行政不服審査法（仮称）要綱案」が添付されていた。
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止して、新たに行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）が制定、

施行された。

昭和 37 年には、さらに、国税に関する基本的法律関係と手続等

を規定する国税通則法（法律第 66 号）も制定され、同法第 8 章（不

服審査及び訴訟）は、旧行政不服審査法及び行政事件訴訟法と同じ

同年 10 月に施行されている＊70

このように、行政の事後救済手続に関する一般法である旧行政不

服審査法及び行政事件訴訟法とまったく同じタイミングで国税通則

法が施行されたことは、同法が特別法として強力なプレゼンスを有

していたことの証左であり、国税争訟制度の沿革中で特筆すべき点

である。

(2) 旧行政不服審査法上の不服申立手続

ア 目的・一般概括主義

旧行政不服審査法は、①簡易迅速な手続による国民の権利利益の

救済と②行政の適正な運営の確保という二つの目的を掲げることに

よって（旧行審法 1 ①)、前身である訴願法にみられた「行政の自

己統制」という性格を改めた。

また、訴願法が採用していた列記主義（＝訴願の対象を限定列挙。

上記 IO参照）から 180 度方針転換し、原則としてすべての行政処

分を不服申立ての対象とする一般概括主義を採用した（旧行審法 4

①本文）。

イ 不服申立ての種類と構造

旧行政不服審査法は、①異議申立て、②審査請求及び③再審査請

求という 3 種類の不服申立手続を規定した（旧行審法 3 ①)。

このうち、異議申立て及び審査請求は、不服申立てを審理する行

政機関の相違により区別される。異議申立ては、処分を行った行政

*7 その余の規定は、同年 4 月施行。
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School (L L. M.) 卒。平成 28 年～平成 30 年、東京弁護士会税務特別委貝会委

貝長。知的財産権、会社法、倒産法（破産管財人）、事業承継・相続・民事信託

などの案件を手掛けている。

【主著】「パッとわかる 家族信託コンパクトプック 改訂版」（第一法規、令和

6 年／共著）、『法律家のための税法［会社法編］新訂第七版」（第一法規、

平成 29 年／共著）、「相続法改正後の弁護士実務」（第一法規、令和 2 年

／共著）、「信託契約のモデル条項例(1)~(5)」判例タイムズ 1483 号～

1487 号（令和 3 年／共同執策）他

藤田 耕司〔ふじた•こうじ〕
弁護士・税理士

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

昭和 61 年、弁護士登録（第二東京弁護士会）、アンダーソン・毛利・ラピノウィ

ッツ法律事務所（当時）に入所。

国際取引における税務及び税務関連案件と M&A 案件を多数手掛けている。

【主著】「ビジネス・タックスー企業税制の理論と実務ー」（有斐閣、平成 17 年／

共著）、「租税法判例実務解説」（信山社、平成 23 年／共著）、「アジア・

新興国の会社法実務戦略Q&A」（商事法務、平成 25 年／共著）、「租税

判例百選」別冊ジュリスト No.178.No.207 他

著者略歴 697 



松井 淑子〔まつい・よしこ〕
弁護士・税理士

神川松井法律事務所

平成 11 年、弁護士登録（大阪弁護士会）。平成 27 年、税理士登録。平成 22 年か

ら平成 26 年まで国税不服審判所国税審判官。税理士と協働した税務調査対応等

を行いつつ、税務の知識経験をもとにした相続に関する紛争予防、相続開始後の

紛争解決を手掛ける。

【主著】「弁護士・税理士のための税務調査の後の不服申立手続ガイド」（日本加

除出版、平成 26 年）、『特別受益•寄与分と遺言の実務対応一実は知らな

い本当の相続分と遺留分ー」（消文社、令和元年） 他

三木 義ー〔みき・よしかす〕
弁護士•青山学院大学名巻教授（元学長）・博士（法学・一橋大学）

平成 21 年、弁護士登録（第二東京弁護士会）。ドイツ・ミュンスター財政裁判所

客員裁判官や政府税制調査会専門家委貝会委員（納税現境整備小委員会座長）等

も経験。

【主著】「日本の税金 第 3 版」（岩波書店、平成 30 年）、「日本の納税者」（岩波

書店、平成 27 年）、「受益者負担制度の法的研究」（信山社、平成 7 年）、「現

代税法と人権」（勁草書房、平成 4 年）他、実務書、監修書等も多数

元氏 成保（もとうじ・しげほ）
弁護士•関西大学大学院法務研究科教授

共栄法律事務所

平成 14 年、弁護士登録（大阪弁護士会）及び共栄法律事務所入所。税務争訟を

中心とする行政事件の分野で多くの経験を有し、その他一般的な企業法務も多く

手掛けている。また、平成 29 年に関西大学大学院法務研究科の教授（租税法・

行政法）に就任し、各種研修の講師等も多く行っている。

【主著】「企業法務で知っておくべき税務上の問題点 100」（消文社、令和 3 年／

共著）、「弁護士が答える民事信託Q&AlOO」（日本加除出版、令和元年

／共著）他

698 著者略歴



山本 英幸〔やまもと・ひでゆき〕
弁護士・公認会計士・税理士・公認不正検査士

ベーカー＆マッケンジ一法律事務所（外国法共同事業）

平成 6 年、弁護士登録（東京弁護士会）。同年、東京青山法律事務所（現・上記

法律事務所）に入所。法律・会計・税務の融合した業務分野、特に税務争訟を中

心に活動しており、審査請求や税務訴訟において数多くの処分取消の実績がある。

【主著】『よくわかる税務訴訟入門ー裁判例にみる税法の解釈から訴訟手続まで一」

（中央経済社、平成 16 年／共著）他

山本 洋一郎〔やまもと・よういちろう〕
弁護士・税理士

弁護士法人山本法律会計事務所

昭和 47 年、東京大学法学部卒。昭和 50 年～ 52 年、衆識院法制局参事。昭和 53 年、

弁護士登録（大分県弁護士会）。平成 19 年～ 29 年、日弁連税制委員会の委員長、

以後現在まで副委貝長。令和 4 年～租税訴訟学会副会長。税務調査立会・審査請

求・税務訴訟．査察刑事事件等を多数手掛けている。

【主著】「消喪者被害の回復金と課税ー 2 つの高裁判決で非課税が確定」水野武夫

先生古稀記念「行政と国民の権利」（法律文化社、平成 23 年） 他

吉田 正毅（よしだ・まさたけ〕
弁護士

松岡吉田法律事務所

平成 20 年、弁護士登録（第二東京弁護士会）。平成 25 年、名古屋国税不服審判

所国税審判官（平成 28 年まで）。令和 8 年、松岡吉田法律事務所開設。

【主著】『税務調査対応の「事実認定」入門」（ぎょうせい、令和 2 年）、『図解

税務調査対応の法的反論マニュアル」（日本法令、令和 5 年）、「ひと目で

わかる！重加符税の反証ポイント」（ぎょうせい、令和 6 年）他

著者略歴 699 



脇谷 英夫〔わきたに・ひでお〕
弁護士

脇谷総合法律事務所

平成 11 年、弁護士登録（東京弁護士会）。平成 18 年、脇谷総合法律事務所開設。

■外部協力研究者

青木 丈〔あおき・たけし〕
香川大学法学部教授・税理士

平成 13 年、税理士登録（東京税理士会）。平成 21 年 11 月～平成 25 年 1 月、内

閣府本府行政制新会議事務局上席政策調査員、総務省行政管理局企画調整課企画

官等を歴任。この間、内閣府において行政救済制度検討チームの事務方に、総務

省において行政不服審査法案及びその整備法案の法制執務に、それぞれ従事。平

成 29 年 4 月～香川大学法学部教授（租税法担当）。令和 4 年 4 月～高松市固定資

産評価審査委員会委員（令和 7 年 4 月～委員長）。

【主著】「税理士のための税務調査手続ルールプック 改訂版J （日本法令、令和

5 年）、「租税法令の読み方・書き方講座」（税務経理協会、平成 30 年）、「新

しい国税不服申立制度の理論と実務J （ぎょうせい、平成 28 年）、「中小

事業者のための改正個人情報保護法超要点整理」（日本法令、平成 28 年）

他

700 著者略歴




